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　　　ユー本件控訴及び控訴人の当番における迫力口請求をいずれも棄却す

　　　　る。

　　　2　控訴費崩は控訴人の負担とする。

　　　　　　　　　事　実　及　び理．由

第1　控訴の趣旨・

　ユ　原判決を散り消す。

　2　被控訴人東京都は，当該情報を被控訴人東京都へ通知することを受諾した杉

　並区の住民に係る住民基本台帳法（平成11年法律第ユ33号による改正後の

　もの・以下r住基法」という。）30条の5第ユ預所定の本人確認情報（以下

　　「本人確認情報」という。）を，控訴人が被控訴人東東都に対して住民基本台

　帳ネットワークシステム（以下「住基ネット」という。）を通じて送信する場

　合，これを受信する義務を有することを確認する。

3　被控訴人らは，控訴人に対し。各自1億0106万9421円並びに内金4，

　476万9677円に対する平成ユ6年9月ユ7日から，内金5629万97

　44円に対する，被控訴人国につき平成ユ8年6月3目から，被控訴入東京都

　にっき同月6目から，各支払済みまで年5分の書11合による金員を支払え。
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　4　訴訟費滞は，第ユ，2審とも被控訴人らの負担とする。

　5　仮執行宣言

第2．事案の概要

　1　本件の事案の概要は，原判決の「事実及び理由」第二の一記載のとおりであ

　　り，住基ネットの導入に当たり，控訴人（住基法上の送信主体である杉並区長

　　を含む。以下同じ。）が，住基ネットにぼ個人情報の流出等の危険が存在する

　　として，被控訴人東京都（住基法上の受信主体である東京都知事を含む。以下

　　同じ。）に対し，住基ネットの安全性が確認されるま†の間，本人確認情報を

　　被控訴人東京劫へ通知することを受諾した考（市町村長（特別区の区長も含む。

　　以下同じ。）から都道府県知事へ本人確認情報を通知することを受諾した者を

　　r通知希望者」といい，これを希望しない者を「非通知希望者」という。〕に

　　係る本人確認情報gみを通知し，非通知希望者に係る本人確認情報を通知しな

　　い方式によって住基ネットヘ参加することを中し入れたところ，被控訴人東京

　都がこれを拒否したため，杉並区民のうちの通知希望者に係る本入確認情報を

　住基ネットを通して送信する場合に被控訴人東京都はこれを受信する義務があ

　ると主張して，被控訴人東京都に対しその受信義養の確認を求め（以下「本件

　確認の訴え」という。〕，また，被控訴人東京都は上記受信義務を怠り，被控

　訴人国は被控訴人東京都に対して適切な指導を行わないばかりか控訴人に対し

　横浜市に対する対応と異なった対応をしたため，それぞれ控訴入に損害を与え

　たなどと主張して，被控訴人らに対し，国家賠償法1条ド基づき各自4476

　万9677円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の目の翌日（平成16年9

　月17日）から支払済みまで民法所定の年5分の害一」合による遅延損害金の支払

　を求める（以下r本件国賠請求」という。）ものである。

　　原審は，本件確認の訴えは裁判所法3条の法律上の争訟に当たらないから不

　適法であるとして却下し，本件国賠請求については，控訴人が通知希望者に係

　る本入確認情報のみを送信すること自体が住基法に反するものであり，被控訴
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　入東京都には通知希望者に係る本人確認情報の受信義務はないから，被控訴人

　東主都が受信を拒否したことに違法性はなく，また，被控訴人国も，被控訴人

　東京都に対し適切な指導を行わなかったということはできず，いわゆる横浜方

　式と異なる対応をしたことにも違法性はないとしていずれも棄却したため，控

　訴人がこれを不服とし下控訴したそして・控訴人1まr当番において・本件国

　賠請求に係る請求を追カ滴に変更し．，被控訴人らに対し，従前の請求に加えて，．

　各自連帯して5629万9744円の損害員書偉及びこれに対する訴えの変早申

立書送達の目の翌日（被控訴入国については平成エ8年6月3目，．被控訴入東一

京都については同月6日）から支払済みまで民法所定の年5分の害1」合による遅

一延損害金の支払を求めた。

2　本件における関係法令の定め，前提事実，争点及び争点に関する当事者の主

義は，次のとおり訂正するほか，原芋1」決の「事実及g理由」第；の二牟いし五

に記載のとおりであるから，これを引用する。

（1〕原判決1・4・頁8行胃末尾の次に改行して次のとおり加える。

　　r13〕横浜市本人確認情報等保護審議会は，平成王8年3月エ0日以降，横

　　　浜市長の諮問を受けて3画にわたり住基ネッ「トの総合白勺な安全性につ一

　　　いて審議を行った結果，同年4一月琴一5目，同審議会会長から同市長に

　　　答申が提出された。横浜市は，同年5巧10日・r住基ネットの総合的

　　　な安全牲について，「横浜市本人確誌情報等保葎審議会」からの答申や

　　　市会からの意見なども踏まえ，庁内で慎重に検討した結果，住墓ネッ

　　　　トは総合的に見て安全であると半■」断じ，佳基ネットに全員参加する」

　　　旨を表明し，全面的に住基ネットに参加することとなった。（420，

　　　　21，弁論の全趣旨〕」

／2）原判決16頁ユ5行目末尾の次に改行して次のとおり加える。

　　伽　杉並区長は，平成18年9月15目，杉並区調査会議に対し，現時点

　　　において，住．基ネットについて制度面，技術面及び運屑面などあらゆ
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　　　　る．面で総合的な安全性を確認することができるかどうかを諮問したと

　　　　ころ，杉並区調査会議は，同年ユ！月ユ5目，住基ネットの総合的な

　　　安全性を確認するには室らなかったとの結論に達した旨を報告した（甲

　　　　70，　71）。」

3　控訴入の当番における迫力冒主張

ω　本件確認の訴えの法律上の争訟性（争点1）について

　ア　平成14年最高裁半1」決の射程距離

　　　昭和56年最高裁判決ほかがいう法律上の争訟の定式は，①当事者問の

　　具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争セあって，②法令の

　　適用により終局的に解決できるものに限られるから，本件のよ．うな行政主一

　　体相互間の訴訟については，その財産権の主体性の有無及び法規の適用の

　　適正ないし一般公益㍗保葦を目中とするか酬Fかかわらず・早定式①

　　及び②の要件に該当する限り，法律上の争訟に該当するというべきである。

　　平成14年最高裁判決は，地方公共団体対国民間の訴訟事案であっ・たから，

　　その射程距離を限定的に理解することも可能であったが，簾判決は，その

　　射程距離を拡張’し，本件のような地方公共団体幅互間の訴訟にまで，財産

　　権の主体性及び訴訟の目的が法規の適用の適正を目的とする牟否かを法律

　　上の争訟の要件とした点において誤りがある。最高裁平成14年判決の射

　　程距離！ま，守ら行政権の羊体として・国民に対して行攻上の義務の履行を求

　　め．る訴訟に限定すべきであるから，本件確認の訴えのような行政主体相互

　　間の訴訟は，その財産権主体性の有無，訴訟目的いかんにかかわらず，上

　　記①及び②の定式に該当する限り，法律上の争訟に該当する。

　イ　財産権主体性

　　同　デ』タ送信事務

　　　　平成14年最高裁判決は，行政権主体としての地方公共団体と財産権

　　　主体としてのそれを概念的に区別しているものの，その趣旨ないし爾
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　者の範囲・限界は必ずしも明瞭ではなく，実態からしても，地方公共

　団体が権利行使するに当たって，両者のいずれかに載然と区分し難い

　中間領域があり得る・はずであり，これをすき間なく理解しようとすれ

　ば，平成ユ4年最高裁半朕にならって，行政権主体性を厳格に，他方，

　財産権主体性をより広く解し，地方公共団体が提起する訴訟であって

　公権力的な行政権主体性を脱する非権力的な事業行政に関するものは，

　広義一の財産権主体として法律上の争訟に当たると解すべきであり，ま

　た，行政権主体としての行為が同時に財産権主体と一しての行為である

　場合には，財産権主体としてめ行為と見るべきである。

　　住基法に基づいて控訴人が被控訴人東京都に区民の本人確認情報を

　通知する。ことは・確かに住民票管翠行政における法定竿限の行使では

　あるが，その法定手段は，住民票の記載，消除や第三者閲覧等の許可

　が市町村長の行政処会であるのとは異なり，専ら行政の事実行為であ

　・る。しかも、それはコンピュータネットワークシステムを通じたデー一

　タ送信という電気通信事業活動にほかならず，住基ネットの場合1区，

　市等における既存の住基マスタ』システムとは別に新規のコミュニケ。

　一ション・サーバをセットし，・被控訴人東京都の同種一サーバとの間で

　専用固線による送受信をするという仕組みであるから，それ自体住民

　票管理行政事務からは相対的に独立したI　T処理の事務事業にほかな

　らない。それゆえ，その実態は，「電気通信事業活動」として民間私企

　業におけるデータ・ネットワーキングと同様であり，住基ネットのデ

　ータ送受信は，非権力的な事業行政の中でも，公の施設の管理の場合

　以上に，私企業の事業活動に類似しており，財産権主体としての行為

　に当たるといえるから，本件確認の訴えにっき法律上の争訟牲を認め

　るべ．きである。

1イ〕代替サ」ビスの費用負担
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　　控訴入は，通知希望者である区民が住基ネットサービスを受けられ

　ないために，代替サービスの費用を予算執行せざるを得ない立場にあ

　るから，その支出額などは明らかに法人自治体にとって損害に当たる。

　控訴人が，当該損害発生の継続を防止するたあ，原因たる住基ネット

　送信の権利を被控訴人．東京都に主張することは，控訴人の自己法益と

　解され，被控訴人東京都に対し受信義務の存在確認を求めること自．体

　が上記損害発生の継続を防止するという自己法益実現の側面を有する

　というべきであるから，本件確認の訴えは法律上の争訟に当たる。

（ウ〕区民の権利代位

　　控訴人による住基ネットヘのデータ送信は，住基ネットサービスを

　希望する区民の権利に代位して，基礎自治体（地方自治法2条3項，・

　281条の2第2項）がそめ関係予算執行を有効ならしめるために行

　う権利付徒であり，これに対し，被控訴入東京都には，広域自治体（同

　法2条5一項，281条の2第ユ項）．として。広域の電気通信事業を全う

すべく受信する義務が存する。

　　ずなわち，地方自治法ユ0条2項は，r住民は，法律の定めるところ

　により，その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける

権利を有し」と規定しており，住基法が住民の利便増進をも目的とし

ていること一 ｩらすると，・注基ネットを通じて遠隔地での住民票を取得

するなどの住基法上規定されている行政上の役務提供を受けることの

できる権利（住基ネットサービス享有権）は，周項及び住基法におい

て保障されているというべきである。ま仁，控訴人が本来住基ネット

による行政サービスを受け得べき立場にある区民の住基ネットサー一ビ

ス享有権の実現に自己慮し，住基ネットヘの参加を希望する区民に対し

無料で住民要を交付するなどの措置を取ることは，基礎自治体として

区民からの付託を受けて行敏サ］ビスを提供すべき立場にある控訴人
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　　　自身の責務といえる。したがって，地方公共団体は，rその事務処理に

　　　当っては，住民の福祉の増進に努める」べきことを定めた地方自治法

　　　2条ユ4項等の規定，ひいては，地方自治を保障した憲法92条以下

　　　の規定を根拠に，住民のかかる権利を実質的に代位し得る立場にある

　　　というべきであるから，控訴人が杉並区民の権利を代位して住基法上

　　　の役務の提供を掌けるべく，被控訴人東京都に受信義務の確認を求め

　　　る訴えは適法である。

（2）被控訴人東京都の受信義務（争点4）について

　ア　住基法の合憲的限定解釈又は適用違憲

　　　住基法30条の5第ユ項を次のと．おり国罠のプライバシー権を保障した

　　憲法ユ3条に適合するよう合率的限定解釈をする乍らば，控訴人は，非通

　　知希望者に係る本入確認情報について被控訴人東京都に対し揮和義務を負

　　わず，他方，被控訴人東京都は，控訴入から送信された通知希望者に係る

　　本入確認情報の受信義務があると解すべきである。

　　　また，控訴人は，住基ネットヘの参加及び不参加を希望する住民の要

　　聖を踏まえて，通知希望者に係る本人確認情報だけを被控訴人軍京都に送

　　信じようとしたもので、このような措置は，本入確認情毎の収集・利用に

　　ついての住民の同意を尊重する点において憲法上のプライバシ」権保障を

　意図したものといえるが，被控訴人東京都は，住基法の定めに反すること

　　を理由に今日まで受信を拒否している。仮に被控訴人東京都が控訴人の選

　択的送信を受信するならば住基ネットの運用は合憲といえるが，被控訴人

　東京都が住基法の連用を理由に受信を拒否するのであれば，上記憲法上の

　権利の保障を実現しようとする地方公共団体の活動を阻む点において，住

　基法の遼用は違憲といわざるを得ない。．

　同　憲法13条によるプライバシー権（自己情報コントロール権）の保障

　　　個人のプライバシ』権は，憲法ユ3条の「生命，自由及び幸福追求に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京高等裁判所
一8一



　対する国民の権利」に含まれる新しい人権として保障されており，広

　．義のプライづシー権には，その重要な柱の一つとして，自己に関する

　情報の流れをコントロールする利益が含まれており，これを自己情報・

　コントロール権ということもできる。

用　本人・確認情報の要保護性

　　住基ネットにおいて送信される本人確認信幸費は，・他者にみだりに開示

　されるべきではなく，みだりに開示されないことに付する期待は保護．

　されるべきである。特に，秘匿の必要性は個々入によって様々であり，

　ストーカL被害に遭っている人にとっては住所を秘匿されるべき必要

　性は高いし，一性同一性睦害により生物学的な性と異なる性で社会生活．

　を送っセい一る人にぼ性別について秘匿されるべき必要性が高く，通名

　で社会生活を送っセいる入のうちにはそれが戸籍上の氏名でないこと一

　を知られたくな．い人がいるであろうし，生年月目をむやみに入に知ら

　れたくないと思う人も少なくない。また，住民琴ヲrドは・．住民票コ．

．一 hが記載されたデータベースが作られた場合には，検索，名寄せの

　マスターキーになるものであるから，これを秘匿する必要性は高度で一

　ある。さらに，上記変更情報は，・婚姻，．離婚1養子縁組，離縁，武名

　の変更，戸籍訂正等の身分上の重要な変動があったことを推矢口させる

　ものであるから，秘匿する必要性も軽視できない。したがって，本入

　確認情報は，プライバシニに係る情報として津的保護の対象になると

　いうべきである。

（ウ〕非通知希望者のプライバシ」権の侵害

　　行政との関係での利便性よりも，住基ネットからの個人情報の流出等

　の危険を重視しようと・考える住民にとっては，住基ネットにおいて本

　人確認情報が送信されることはプライバシー権の侵害に当たる。すな

　わち，住墓ネットと個人情報の扱いについては・住基ネットからの個
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　人情報の流出等の危険は心配する必要はないと考えるか，その危険が

　あるとしても行政との関係での禾1」便性を重視しようと考える住民。（A

　群）と，・行政との関係での利便性より住基ネットからの個人情報の流

　出等の危険を重視しようと考える住民（B群）とがいるが，プラィバ

　シ』権が個人の権利である以上，その行使は各個人の自由であるから，

　A群がその考え方をプライバシー権を放棄一しないB群に対して強制十

　ることはできないし，その逆ちできないはずである。

←）住基ネットの目的及び必要性

　　住基ネットの目的及び必要性は，以下のとおり住民のプライバシー権

　を犠牲にしてもなお達成すべきものとは評価できない。

　a　本人確認情報の一部は，秘匿を必要とする程度が相当高く，住基ネ

　　シトのセキュリティは，不正アクセスや情報漏洩の危険を否定でき

　　ないものであり，住基ネットの運用によって個入の人停的自律を脅

　　かす具体的危険があるから，それによるプライバシー権の侵害は相

　　当に深刻である。そのような住基ネットからの情報流出の危険性は，

　　北海道斜里町における職員の業務用パソコンからのバックアップデ．

　　一夕の持ち出しに伴う情報漏洩事件（甲5－8の1，2），福島県境師

　　において配布した招待者名簿に住民票コードが付されていた事件（甲

　　59の1，2），北海道帯広市における職員の不正閲覧事件（甲60

　のユ，2）の発生からも裏付けられる。

　　　したがって，住基ネットによる個人情報の流通・利用につき，B群

　　との聞では，住基ネットの運用によって達成しようとしている行政

　目的が正当であること，住基ネットを運用することについて住民の

　プライバシー権牽犠牲に一してもなお達成すべき高度の必要性がある

　ことを必要とすべきである。

b　住墓ネットの目的の正当性として，地方自治情報センターから行
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　政機関に本人確認情報が提供されることによる住民負担の軽減と行

　政事務の効率化｝こついては，住民工人ユ人の立場から見た場合，負

　担解消の程度はささやかである。住民基本会娠事務の簡素化，広域

　化による住民負担の軽減と行政事務の効率化については，住民が住

　所地市町村（特別区も含む。以下同じ。）以外の市町村で住民票の交

　村を受けることができるメリットを享受する機会がどの程度あるか

　疑問であるし，転入届出の際に転出証明書の添付を要しないとして

　も，付記転出癖をすることが必要であること，従前から転出届の郵

　逆送付，転出証明書g郵送送付を利用して転出市町持ド出頭しない

　方法もあり，住民が転居する場合には，国民健康保険，介護手当等

　の様々な手続のために転出地の市町村役場に出向く場合牟多いこと

　などにかんがみると，そのメリットはさしたるものではない。また，

　電子政府，・電子白治体の基盤として一，公的個人認証サービスにおい

　て往基ネットが重要な役割を担うものとされているところ，電子署

　名の格納媒体は住基カ』ドである必要はないから，公的個人認証サ

　ービスに住基ネ・ットが不可欠とはいい難いし，オンライン中請，届

　出の必要性が高いと思われる企業や外国人は住基ネットを使えない

　から，これらについては別なシステムを使う必要がある。さらに，

　オンライン申請，届出に民間事業者が発行する電子証明書を使うこ

　とが可能であることからすると，公的個人認証サ」ビスが必要不可

　火ともいい難いし，住墓カードによる住民の便益についても，必要

があれば各地方公共団体でカードを作れぱよいのであって，全国共

通規格のI　Cカードでなければならないとする必然的理由・はない。

C　以上によれば，住基ネットの目的は，詰まるところ唯民の便益」

　とr行政事務の効率化」であるが，住民の便益とプライバシー権は

いずれも個人的利益であり，そのどちらの利益を優先させて選択す
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　るかは各個人が自らの意思で決定すべきものであり．行政において

　住民の便益を理由にこれを押しつけることはできない。また，行政

　事務の効率化というのは，突き詰めれば経費削減で一あり，。その点に

　ついて試算がされているが，それは住民の半数が住基カードを所持

　することを前提とするものであり，住基カードの現実の普及率にか

　んがみると参考に値しないというべきであるから一，住基ネットの経

費肖。減効果は未知のものであり，それがなければ達成できないとい

　うものでもなく，電子政府，電子自治体の実現のために必要不可欠

　なものとまではいえない。それゆえ，住基ネッ・トのr住民の便益」

及び「行政事務あ効率化」という行政員的に一定の正当性が認めら一

れるξしても，上記B群の自己情報コントロール権を犠牲にしてま

で達成すべき必要性がある．とはいえない。

d　加えて，さいたま地裁における調査嘱託の結果（甲6ユないし6

　5）によれば，各地方公共団．体のセキュリティ対策は極めて不十分

であ．る上，∴有政の効率化という観点からすると二住基ネットの導入

は，地方公共団体において経費の削減に結びつかず，かえって経費

の負担の増大を一もたらすものであることが明らかとなった。すなわ

ち，各地方公共団体は、住基ネットの導入に伴う莫大な初期投資費

用の支出を必要としたのみならず，・その運用によって，各地方公共

団体は毎年膨大なリース料，レベルアップ・システム改修費用，保

守運用支援費用等の支出を余儀なくされたのに対し，肖り減された経

費は転入通知に係る郵便料及び印刷費程度であり・，経費削減効果は

ほとんどない。しかも，大半の地方公共団体において住基カードの

独自利用の言十画もないということである。このように住基ネットに

よる行政の効率化効果は存しないのであるから・非通知希筆者の意

思を排し，そのプライバシー権を危険一にさらしてまで，実現し一てい
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　　　かなければならない行政目的は存しないというべきである。

　閉　まとめ一

　　　以上の諸点か・らすると，住基ネットによる本人確認情報の流通米1」用

　　については，B郡との関係ではそれら住民のプライバシー権を侵害す

　　るものであり，それら住一民の本人確認情報を住基ネットにより流通利

　　周することは違憲．とならざるを得ないから1控訴入が被控訴入東京都

　　に対し，住基ネットを通じて非導知希望者に係ろ本人確認情報を通知

　　することは，非通知希望者との関係で憲法ユ3条に違反する。そこで，

　　住基海30条の5第ユ項を憲法13条に適合するように合憲的限定解

　　駅を守れば，控訴人が被控訴人東京都に対し住基ネットを通じて送信

　　することが許されるのは・揮知希望者に係る本人確群情報ρみであり・

　　非通知希望者の本人確認情報については被控訴入東京都に対し通知義

　　務を負わないことになるから，その結果，被控訴人東京都は，控訴人

　　が送信した通知希望者に係る本入確認情報の受信義務を負うと解すべ

　　きである。

イ　住基ネットの達憲性又は違法性に関するその他の主張

同選択式又は離脱の自E白を認めないこと

　　a　個入情報保護法制上の不備

　　　　行政機関個人情報保護法は，「相当の関連性」があれば個人情報の

　　　利用目的の変更を広く翠めており（3条3項），F相当な理削があ

　　　れば目的外の利用と提供も広範に許容し（8条2項），個人情報ファ

　　　イル薄の作成・公表に数多くの例外を認めており（ユ1条2項），不

　　　開示情報の類型を設定し，本人情報の開示・訂正等の権利が及ばな

　　　い例外を広範囲に列挙している（ユ4条）。さらに，民間にさえ課し

　　ている適正取得のル』ルが定められておらず，当初の法案への修正

　　で加えられた規律違反への罰則も，コンピュータ処理された個人情
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　報ファイルの提供，不正目的での個人情報の提供・盗用，職権濫用

　による個人の秘密情報の収集など最小限に一とどまるし（53条ない

　し55条），センシティブ情報あ収集禁止規定も設けられていない。

b　名寄せの危険性

　　住基ネットの導入によって，デニタチース内における検索が極め

　て容易になり，行政機関が収集保存している膨大な個人情報をデー

　クマッテングし，住民票コ←ドをいわばマスターキーのように使っ

　て名寄せすることにより，個人情報を共同利用することが可能にな

　った。このように住基ネットは，名寄せの危険性のある制度であり，

様々な行政機関がそれを行う主体となり得ることが問題一 ﾅあり，特

に監視社会においては，。名寄せによる過剰な住民管理によるプライ

バシーと入間の尊厳の深安喧な侵害をもたらす危険性が高い。

C　プライバシー権の制度的保障の本質的欠如

　全国民の個人情報をコンピュータで中央集権的一元的に管理する

住基ネソトのシステムは・大量の個入情報が漏洩され・不正使用さ

れる危険を格穀に高めるだけではなく，個人の情報が過度に官に管

理され，乱用される危険も大きい。しかるに，住基ネットについて

は，制度上，行政事務の処理に際し個人情報を広く共同利用される

ことドつき国最に同意を求めたり国民が選択権を行使できるなどの

仕組みを欠くなど，プライバシ』権の制度的保障が本質的に欠如し

ている。それでもなお住基ネットヘの参加を個人に無理やり強制す

ることは，プライバシー権を侵害し，個入の尊重と基本的人権の精

神に根本的に背馳することといわなければならない。住基ネットは

飽くまでも地方公共団体共同のネットワークであるとすれば，住民

の個人情報の保護に責任を負う地方公共団体は，自らの主体的判断

で住基ネット参加の是非を判断できる機会を保障されるべきであり，
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　　　　この結果として地方公共虫体が不参加を決断したり，個々の住民の

　　　　選択にゆだねる方式を採用したとしても，そ一れは憲法が保障する地

　　　　方自治権の正当な行使と．いえる。

　　1イ）独立かつ公平な第三者機関が設置されていないこと

　　　　往基ネットによるプライバシ］権侵害の具体的危険の発生を回避する一

　　　ためには，・各行政機関における個人情報の取扱いをチェックする独立

　　　かつ公平な第三者機関，すなわち，住基法上の業務と全く無関係のネ

　　　ットワーク全体について公平かつ独立で実効的な監親権限をも．つ第三

　　　者機関の設置が要請されるが，そうし仁制度が存在しない現状では，

　　　住民は，一自分め情報を守るための最終手段として，住基ネットからの

　　　離脱を選択する自由が保障されるべきことが，憲法上のプライバシー

　　　権保障の帰結である。そ．うすると，控訴入が被控訴入東京都に対し，

　　　住基ネットを通じて本人確認情報を送信するに当たつ．て．，非通知希望

　　　者に係る本人確認情報を送信せず通知希望者に係るそれのみを送信す・

　　　ることは憲法に適合することであるから，住基法30条の5はこのよ

　　　うな取扱いを許容していると解される。上って，被控訴人東京都は，

　　　通知希望者に係る本人確講情報の受信義務を負っており，受信しない

　　　ことは住基法30条の5に違反する。

制損害額（争点7）について

　ア　住基ネット設備関連費用

　　　控訴人は，平成ユ4年8月5日の住基ネット第王次稼働に向けた準備

　　として，平成ユ3年度中の平成ユ4年2月1目，日本電気リース株式会社

　　との間ヤC　Sを始めとする住基ネット関連機器等の賃貸借契約を締結し，

　　平成ユ4年度においても継続して上記機器を賃借した。控訴人は，同年8

　　月ユ目，確固とした個人情報保護のための法制度が整備されるまで住基ネ

　　ット第1次稼働日に参加しない旨を表明したが，参加のための条件が整備
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　された場合には直ちに住基ネットに参加できるようにするため，平成15

　年度においても上記機器の賃貸借契約を継続した結果，日本電気リース株

　式会杜に対し，同年度及ぴ平成16年度は毎月8争万294二0円，平成1

　7年度及び平碑1．8年度は毎月8万4294円を支払った。よって，控訴

　人は，一横浜右式1とよる住墓ネットヘの参力口を認めない被控訴人らの違法行

　為により，上記の不要な賃借料の負担を余儀牟くされたも・のであり，、平成

　15年6月4目から平成18年3月31目∵までの期間に対応する賃借料手目

　当額工947万エ9ユ4円の損害を被った。

イ　転入転出手綾上の郵便費用

　　控訴人が横浜方式での住基ネットヘの参加が可能であれば，通知希望・

　者のうちの住基カード交付者について，市町村問の住基ネットを通じたデ

　ータ送信により転入地市町村から転出地市町村への転入通知の処理が可能

　になる。ところが，控訴人は，被拝訴人らによって横浜方式での住基ネッ

　トヘの参加を妨害されているため，控訴人に転入する住民については控訴

　人の費用で転入通知を転出地市町村役場へ郵送せざるを得ず，逆に，転入

　地市町村は；控訴人から移住してき．た住民について控訴人への転入道知の

　郵送を強制されるため，控訴人において，区外へ移住する住民に対し転出

　証明書と併せて受取人払用封筒を交付せざるを得ない。したがって，平成

　15年8月から平成18年3月までの問における上記転入通知郵送費用及

び受敢人払郵便費用の合計92ユ方5440円が，被控訴人らの違法行為

　により控訴人が被った損害ということになる。

ウ　住民票無料交付費用

　　控訴人は，被控訴人らから住基ネットヘの参加を妨害されているため、

住基ネットを通じた本人確認手続ができず，杉並区民によるパスポート申

請や所定の資格試験に際してぽ必ず住民票が必要となり，区民は住民票手

数料を強制的に負担させられることになるので，控訴人がこれを負担した。
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　　　　よって，その手数料総合計額から非通知希望者害1」合（ユー6．86パーセン

　　　　ト）を減額した金額，すなわち，平成ユ5年6月4日からの上記用途によ

　　　　る住民票交付数6万802一∠通X単価30－O円X（ユーO．工686〕＝

　　　　1696万6545円が，被控訴人らの違法行為により控訴人が受けた損

　　　　害である。

　　　工　人件費

　　　　　控訴人は，横浜方式による住墓ネットの参加により，住基ネットを利

　　　　周した転入通知の事務処理が可能になり，．これに要する時間を短縮するこ

　　　　とができ，また，住民票の写しの提出も不要になるから，それに伴う住民

　　　　票交付事務処理時間が短縮されるが，被控訴人らの違法行為により上記参

　　　　加を妨害されてい乱よって1控師人は・平成15年6．カ4一一冒から平成1

　　　　8年4月5目までのユ037目の削減可露であった人件費相当額5447

　　　　万」7922円の損害を，また，区民の転入転出が多い3万ないし4月の繁

　　　　忙期に人員不足に陥り，転入転出手続事務補助としてアルバイトを採用せ

　　　　ざるを得なくなったため，平成ユ6．年から平成1－8年まで各3月分のアル

　　　　バイ．ト報酬権当額93万7600｛の損害をそれぞれ被った。

　　　オ損害額合計

　　　　　以上のとおり，被控訴人ら．の違法行為により控訴人が被った損害は合計

　　　　一ユ億0106万9421円であ一る。

第3　半1」断

　　　当裁判所も，控訴人の被控訴人東京都に対する本件確認の訴えは法律上の争

　　談に当たらないから不適法であり却下を免れず，．控訴入の被控訴人らに対する

　　本件国員普請求は当番における迫力目請求を含めいずれも理由が一ないから棄去鉋すべ

　　きものと半1」断する。その理由は，次のとおり，原判決を訂正し，及び控訴人の

　　当番における追加主張に対する判断を付加するほか，原判決の理由説示（r事

　　実及び理由」第三）のとおりであるから，これを引用する。
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ユ　本件確認の訴えの法律上の争訟性（争点1）について

　争点1に関する控訴人の当番における追加主張に対する判断は，次のとおり．

である。

（1〕平成ユ4年最高裁判決の射程距離

　　控訴人は，平成14年最高裁半1」決の射程距離は，専ら行政権の主体として

　国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟に限定すべき・である。から，本。∴

　件確認の訴えのような行政主体相互間の訴訟は，その財産権主体性の有無；

　訴訟目的いかんにかかわらず，①当事者間の具体的な権利義務ないし津律関

　係の存否に関する紛争であって，②法令の適用により終局的に解決できるも

　のという定式に沿うものであれば，法棒上の争訟に該当すると主張する。

　　　しかしながら，平成14年最高裁半1」決は，r行政事件を含む民事事件にお

　し）て裁判所がそあ固有の権限に基づいて審判することのセきる対象は，裁半1」

　所法3条ユ項にいう「法律上の争訟」，すなわち当事者間の具体的な権利義

　務ないし法律関係の存否に関する紛争であっ．て，かつ，それが法令の適用に

　より終局的に解決することがでまるものに限られる」との判示に続けて，r国

　又は地方公共団体が提起した訴訟であっセ，一財産権の主体として自己の財産

　上の権利利益の保一護救済を求めるような場合には，法律上の争訟に当たると

　いうべきであるが，国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対

　して行政上の義務の履行を求める訴訟は，法規の適用の適正ないし一般公益

　の保護を目的とするものであってそ自己の権禾1」利益の保護救済を目的とする

　ものということはできないから，法律上の争訟として当然に裁判所の審半。の

　対象となるものセはな」いと判示している。そうすると，平成14年最高裁

　半。決は，控訴人が主張する上記①及び②の定式を踏まえ，国又は地方公共団

　体が原告又は中立人となる争訟において，自己の財産上の権利利益の保護救

　済を求める場合は法律上の争訟に当たるが，法規の適用ρ適正ないし一般公

　益の保護を目的とする場合は法律上の争訟に当たらないことを明らかにした
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　ものと解されるから，争訟の相手方が個々の国民であるか，国又は地方公共

　団体という行政主体である印を間わず，一般的に，行政主体が，法規の適用

　の適正ないし一般公益の保護のためではなく，自己の主観的な権利利益に基

　づき保護救済を求める場合に限り，法律上の争訟性を認めたものと解される。

　したがって，行政主体相互間の争訟は平成ユ4年最高裁判決の射程外である

　とす．る控訴入の上記主張は採用することができない。

ω財産権主体性

　ア　データ送信事務

　　　控訴人は，住基法に華づいて被控訴人東京都に区民の本人確認情報を通

　　和する一ことほ専ら行政の事実行為であるところ，住基ネットの場合，区，

　　市讐における既存g住基十スターシステ．ムと1亨別に新規のコミュニケージ

　　ヨン・サーバをセットし，被控訴人東京都の同種サーバとの間で専用回線

　　による送受信をするという仕組みであり，それ自体住民票管理の行政事務

　　から相対的に独立したI　T処理の事務事業にほかならず，そ・の実態は，r電

　気通信事業．活動」として民間私企業におけるデータ・ネットワーキングと

　　同様そあり，財産権主体二しての行為に当たるといえるから、本件確認の

　訴えにっき法律上の争訟性を認めるべきであると主張する。

　　　しかしながら，民間私企業におけるデータ・ネットワーキングは，利

　益の追求のために行う経済活動の一環であって，財産権主体として。の行為

　に当たることは明らかであるが，本件の住基ネットを使用したデータの送

　受信は，住基法に基づく佳民基本会媛事務の適正な実施及び住民に関する

　記録の適正な管理等のために行う行政事務である。したがって，住基ネッ

　　トによるデータの送受信は，住民票管理行政から相対的に独立した工丁処

　一理の事業事務であるとか，民間私企業におけるデータ・ネットワーキング

　と同様であるなどということはできず，その送受信に関し市町村が都道府

　県を訴訟の相手方として本人確認情報の受信義務の確認を求めることは，
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　住基法の適用の適正ないし佳民基本会娠事務の適正な実施を求めるものに

　ほかな。らないから，地方公共団体の主観自勺乍権禾1j利益の保護救済を目的と．

　するものということはできな。い。

　　控訴人の提出に係る兼子仁作成の鑑定意見書（甲55）には，上記事

　業主体である地力公共団体は，その公費投入を住民の権利を全うせしめる

　ように有効ならしめていくことを国や偉あ地方公共団体に対して自己の権

　利利益として主張する立場にあるとの記載がある（8頁）。しかし，住基

　ネットによるデータの送受信に伴う公費投入の適否は，地方公共団体の事

　務の実施に伴う予算執行の適否の問題であるから，こあような公費鐸入を

　有効なものとするため，被控訴人東京都に対し，送信した通知希望者に係

　る本人確認情報め受信義務があること・の確認を求めることは，正に佳基法

　の適用の癌正ないし住民基本台帳事務め適正な実施を求めるものといわざ

　るを得ない。

　　以上の次第であるから，住基ネットと民間私企業におけるデータ・ネ

　ットワーキングを同視して本件確認の訴えは法律上の争訟に当たるとする

　控訴人の上記主張は採用することができない。なお・拝訴人は・行政樟の

　主体と財産権の主体の中間領域が存在する場合があることを挙げ1一このよ

　うな場合は広く財産権の主体として訴訟を提起しているものと解すべきで

　ある旨主張するが，上記のとおり一，本件確認の訴えは専ら行政権の主体と。

　して訴訟を提起しているものξ認められる。

イ　代替サービスの費用負担

　　控訴人は，通知希望者である区民が住基ネットサービスを受けられない

　ために代替サービスの費用を予算執行せざるを得ない立場にあるから，そ

　の支出額は法人自治体にとって損害に当たり，それゆえ，被控訴人東京都

　に対し受信義務の確認を求めること自体が，上記損害養生の継続を防止す

　るとい．う控訴人の自己法益実現の側面を有するから，本件確認の訴えは法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京高等裁判所
一20一



　律上の争訟に当たると主張する。

　　しかしながら，控訴入が住基法の規定に従って住民基本会媛事務を執

　付していれば，控訴人が主張する代替サービスの費用を支出せざるを得な

　い事態を招くことはなく，また，その支払を損害として被控訴入東京都に

　転嫁しようとすることも在いのであるから，同費用は，控訴人が住民基本

　台帳事務を実施するため自らの判断と責任において支出しているものとい一

　うべきである。したがって，をもそも上記のような控訴人が自ら招いた費

　用の負担があることをもってして本件確認の訴えを理由付けること自体が

　不合理であり，失当であるといわざるを得ない。加えて，上記のような費

　馬の負担を未然に防止するため，被控訴人東京都に対し，挙信した通知希．

　望者に係る本人確認情報の受信義務？確認を求めることは。前言己アでも述

　べたとおり．，住基法の適用g適正ないし住民春本台帳事務の適正な生施を

　求めることにほかならないから，控訴人の財産上の権利利益の行使に当た

　るというこ．とはできない。

　　よって，上記代替サービス費用の負担防止を理由に，本件確認の訴え

　は控訴人の財産上ρ権利利益の保護救済を目的とするものとする控訴人の

上言己主張は採用することができない。

ウ　区民の権利代位

　　控訴人は、拳訴人による住基ネットベのデータ送信は，・住基ネットサー

　ビスを希望する区民の権利に代位して基礎自治体（地方自治法2条3項，

　281条の2第2項）がその関係予算執行を有効ならしめるために行う権

利行健であり・これに対し・被控訴入東京劉三は・広域自治体幅法2条

5項，28ユ条の2．第ユ項）として広域の電気通信事業を全うすべく受信

する義務が存するから，控訴人が杉並区民の権利を代位して住基法上の役

務の提供を受けるべく，被控訴人東京都に受信義務の確認を求める訴えは

適法であると主張する。すなわち，区民には同法ユO条2項及び住基法に
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より住基ネットサービス享有権が保＝隠されており，控訴人が，本来住基ネ

ットによる行政サニビスを受け得べき立場にある区民の佳墓ネットサービ

ス享有権の実現に配慮し，通知希望者に対し無料で住民票を交付するなど

の措置をとることは，．基礎自治体として区民からの付託を受けて行政サー

ビスを提供すべき立場にある控訴入自身の・責務であるから，地方自治法2

条ユ4項等の規定，ひいては，地方自治を保障した憲法92条以下の規定

により，住民のかかる棒利を代杜し得る。と主張するものである。

　しかしながら，住墓ネットを通じて遠隔地での住民翼を取得するなど

住基法上の役務提供を受けることが住民にとって利益に当たることは明ら

かであるが，そのような利益を受けている事実をもって，住民が住基ネッ

トサービス享有権という権禾1」を有すると認めることはできず，これを法律

上の権利と詰めることもできない。すなわ一ち．，地方白治法ユ0条2項は，

一般約に，住民が自阜の属する地方公共団体から平等に役務の提供を受け

る権利を有することを規定しているにすぎないのであって，個々の住民に

対し，属する地方公兵団体に役務め提供を求める具体的な請求権を付与し

たものと解することはできないから，土あ規定をもって，住民が住基ネシ

トサービス享有権という法律上の権利を有していると認めることはできな

い。また，住基法上も，個々の住民が住基ネットサービス享有権という法．

律上の権利を有していることをうかがわせる規定は存しない。一したがって，

住基ネットヘのデータ送信は住基ネットサ］ビスを希望する区民に代位し

て基礎自治体がその関係予算執行を有効ならしめるために行う権奉1j行使で・

あるとの控訴人の主張は，基礎自治体が代位行使する住民の住基ネットサ

ービス享有権という法律」二の権利の存在を認めることができない以上，そ

の前提を欠くといわなければならない。

　また，控訴人は，通知希望者に無料で住民要を交付するなどの措置を

とることは，区民の住墓ネットサービス享有権の実現に配慮し，基礎自治
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　　　体として区民からの付託を受けて行政サ］ビスを提供すべき立場にある控

　　　．訴人自身の責務であると主張するが，本来控訴人が住基法の規定に従って

　　　住民基本台帳事務を執行していれば，上記携＝置をとる必要はなかったので

　　　あり，一したがって，同措置は，非通知希望者に係る本人確認情報を送信せ

　　　ず通知希望者に係るそれのみを送信するという控訴人の違法行為によって

　　　もたらされた状況に対応すべく，控訴人の判断と責任において行われたも

　　　めというべきであり，少なくとも，控訴人の主張する住民の往基ネットサ

　　　ービス享有権ρ実現に配慮した措置ということはできない。1

　　　　さらに，控訴人は，地方自治法2条14項等の規定，地方自治を保障

　　　した憲法92条以下の規定を根拠に，住民の権利を実質的に代位し得る立

　　　場にあるとも主張するが，地方自治法2条！4項は地方公共団体の一般的

　　　な責務を規定したものにすぎず，憲法92条以下の擬定も地方公共団体が

　　　住民の権利を代位行使することの根拠となるものではなく，他に地方公共

　　　団体が住民の権利を代位行使することを許容する規定は存しない。

　　　　したがって，控訴人の上記主張はいずれも採用することができなレー・。

13〕まとめ’

　　　以上によれば，本件確認の訴えは，裁半目所法3条1項の法律上の争訟に当

　　たらないから，不適法であり，却下を免れない。

皇　本件国賠請求に係る訴えが法律上の争訟に当たるか（争点2）について

　　争点2に関する原半1」決の理自ヨ説示中，同46頁8行目末尾の次に改行して次

のとおり。加える。

　「なお，付言するに，控訴人から送信された本人確認情報について被控訴人東

京都の受信義務の有無及び被控訴人国の住基法に従った指導権限のネ行使の適

否を判断するためには，住基法上の権限の存否又はその行使の適否について判

断することになるから，そのことが主要な争点になるが，それは飽くまでも本一

件国賠請求の当否の判断の前提となる発生原因事実の判断にすぎない。控訴人・
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　が本件国賠請求において求めているのは，控訴人の被控訴人らに対する損害賠

　償請求権と・いう財産上の権利の有無に関する判断であるから，その前提問題と

　して住基法上の権限の存否又はその行使の適否に対する判断を行うことによっ

て，損害員音償請求権という財産上の権利に関する訴えの法簿上の争訟性が失わ

れ．るということはできないのである。」

3　被控訴人東京都の受信義務（争点4〕について

（ユ〕争点4に関する原判決あ理由説示申，同91頁3行目冒頭から7行目のr現

　に」までをrその後，横浜市は，横浜市本人確認情報等保護審議会会長の答

　申を受け，平成18年5月エO目，住基ネットは総合的に見て安全であると

　判断し住基ネットに全員参加する旨を表明し，全面的に住基ネットに参加す

　ることとなったものであるが，それまで横浜市が神奈川県に対し，非通知寿

　望者；こ係る本人確認情報を除いた本人確認情報のみを送信していた取扱い

　は1住基法30条の5第エ項及び第2項に違反する違法．なものといわざるを

　得ない。したがって」と改め，92頁ユエ行目末尾の次に「そして，一横浜市

　においても住基ネットに全面釣に参加することになったことは前記認定のと

　一おりである。」・を加え，ユ2行目のr現在採用している方式」をr以前採用

　していた方式」と改める。

12）争点4に関する控訴人の当番における追加主張に対する判断は，次のとお

　りである。

　ア　本人確認情報の通知（住基法30条の5第1項）一に係る地方公共団体の

　　裁量権

　　同　住基法30条の5は，住民の禾1j便を増進するとともに，行政サービス

　　　の向上と行政事務の効率化のために全国的な本人確認システムである

　　　住基ネットを導入するという改正法の趣旨及び目的を達成するために」

　　　新設された規定であり，その第ユ項は，「市町村長は，住民稟の記載，

　　　消除又は第7条第1号から第3号まで，第7号犀び第ユ3号に掲げる
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事項（…略…）の全部若しくは一部についての記載の修正を打つだ場

合には，当該住民票の記載等に係る本人確認情報（…略…）一を都道府

県知事に通知するものとする。」と，第2項は，「前項の規定による通

知は，総務省令で定めるところにより，市町村長の使用に係る電子計

算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機

に送信する．ことによって行う奉のとする。」とそれぞれ規定してい一るの

であって，市町村長が住民票の記載，消除等を行った場合に，都道府

県知事に対し当該住軍票の記載等に係る本人確認情報を送信。しないと一

いう事態は全く想定されていない。加えて，住基法30条の7第3項

から第6項まで及び30条のユ0第ユ項は，市町村長から都道府県知

事に対し，住民に係る本人確認情報の通知があることを前提とし・て，

都道府県知事又は指定清報処理機関は，国の機関等からその事務に関

し求めがあったときは，保存期闘に係る本人確認情報を提供すること

を規定しているから，仮に市町村長が住民票の記載，消除等を行った

場合であっても，都道一府県知事に対し当該住民票の記載等に係る本人

確認情報を送信しなくてもよいということになればゴー部の住民にろ

いて正確な本人確認情報が保存されないという事態が発生し，国の機

関等からその事務に関し求めがあったときに正確な本人確認情報を提

供することができなくなることは明らかである。さら．に，都道府県矢口

事は，市町村長から通知された本人確認情報を保存すること（住基法

30条の5第3項），本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を

講じること（同法30条の29第ユ項），区域内の市町村の住民基本台

帳に脱漏着しくは誤載があり，又は住民票に誤記若しくは記載漏れが

あることを知ったときは当該市町村長に通報すること（同法王2条の

3）などの責務を負っているから，都道府県知事が，本人確認情報の

正確性を担保し，その保存・提供等の事務を適切に実施するためには，
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　住基法30条の5第1項に基づ一き，区域内のすべての市町村長から．

　すべての住民に係る本入確認情報の通知を受けることが必要不可欠で

　ある。

1イ〕このように，住基ネットは，地方公共団体の不参加はもとより，住民

　の一部に不参加があると，国の機関等を始めとする本人確認情報の利

　用者においてそ．従来のシステムや事務処理を浅さざるを得ない一ことに

　なり，また二本人確認清報の提供・利用が必要な業務が行われる都度，

一不参加者については，ネットワ］ク以外の千段により，当該事務に必

　要な氏名，一往所等の情報を収集するか提出させることになるから，そ

　のような場合，本人確認情報を国あ機関等，都道府県及び市町村で共

　有することにより行政コメドの削減幸画るという佳基ネ㌣トの目的は。

　達せられないことになる。さらに，住基ネットは，市町村間をネット

　ワーク化．し，住異基本台帳事務の広域化，須率化を図ること一を重要な

行政目的としているから，市町村においてネットワ∵クに・よ．らない住

民基本台帳事務め処理方法を残すことになると，住基法が目的とする

市町村における住民基本台帳事務の効率化は著しく阻害されることに

　もなる。1したがって，・住基法30条の5第ユ項及び第2項が，都道府

県知事に対して本人確認情報を送信するか否かについて，市町村長に

裁量権を付与しているとは到底考えられない。

　以上検討したところによれば，市町村長は，住民が通知を希望してい

るか否かを間わず，都道府県矢口事に対し，漏れなく当該往罠に係る本

入確認情報を送信する義務があるといわなければならず，通知するか一

しないかにつき裁量の余地は全くないから，これを怠った市駆村長の

行為は違法といわざるを得ない。そして，控訴人が求めているのは，

杉並区民のうちの通知希撃者に係る本人確認情報のみの通知（送信〕

という住基法3ρ条の5第1項及び第2項の定める要件に適合しない
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　　違芦な通知（送信〕g受信であるから，碑控訴人東京都は。中条第3

　　呼規定に従い・一．送牢れた本人鰯竿報を師ディスクに軍録する

　　義務（受信義務）牽負わない．と角奉すべきである。また，仮に被控訴人

　　東京都が控訴人から送信された通知希望者に係る本人確認情報を受信

　　しだとすれば，結果として，控訴人の住基法30条の5第ユ項に違反

　　する取扱いを容認する事態となるし，被控訴入東京都は，国の機関等

　　からの求めに応じて本人確認情報を提供する立場にあるところ，通知

　　希望者に係る本人確認情報を受信するのみでは，住基法に基づく本人・

　　確認情報の・提供を行うことができなく．なる。これらめ点を考慮しても，一

　　控訴人が通知希望者に係る本人確認情報のみを通知することは違法と

　　いわざるを得ず，被控訴人東京都は，一この‡うな違法な通知の受信義

　　務を負わないというべきであ6。

イ　住基法30条の5第ユ項について違憲又は違憲の疑いがあると半1」断じた

　場合の地方公共団体の対応

同　控訴人は，一現行の往基ネットは住民の．プライバシー権を侵害するもの

　　であ一ることを前提に，住基法30条の5第／項の合憲的限定解釈又1‡

　　適用違憲を主張一し，さらに，住基ネットによるプライバシー権の制度

　　的保障の欠如を理由に選択式又は離説を認めない，あるいは独立かっ

　　公平な第三者機関が設置・されていない住基ネットめ違憲性ヌは違法性

　　を主張するが，これらは，要するに，控訴人の固有の権利利益の侵害

　　を主張するものではなく，非通知希望者に係る本人確認情報を被控訴

　大東京都に送信することは憲法13条により保睦された住民のプライ

　バシー権を侵害し」又はそのおテれがあること，したがって，控訴人

　が非通知希望者のプライバシー権を守るためその本人確認情報を被控

　訴人東京都に送信しないことは憲法に適合することであり，このよう

　な取扱いは住基法3…O条の5第！項に違反しないことを主張するもの
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　と解される。

け〕しかしながら，市町村のみならず，都道府県や国の行政捧関は・当該

　法雫が導憲又は違憲の疑いがあると考えたとしても。それ牟改廃され

　るか，又は裁判所が法令審査権（憲法81条）に基づいて違憲である

　とした判決が確定した場合でない限り，准一の立法機関である国会が

　制定した法律を誠実に執行しなければならないのであって，このよう

　な法執行着としての立場を逸脱した事務処珪を行えば法秩序が混乱を

　来すことは明らかである。このことは、住基法に基づく住民基本台帳

事務の実施についても全く同様である。

　　前記テで述べたとおり，注基法は，住民の千1j便の増進並びに国及び地

方公共団俸の行政事務の効率化を目的として，年民票コードとともに，

市町村の区域を越えた住民基本台帳に．関する事務の処理承び国の機関

等に対する本人確認情報の提供を行う住基ネットを導入するための体

制を整備するため，全国的に正確かつ統一的な住民基本台帳事務を実

施するについて市町村，都道府県，国等各行政機関の殺害一分担を規定

　したものであるから，ある地方公共団体がそ一こがら離脱することはも

ちろん，一部の本人確認情報のみを送信することを容認するならば，

住民の利便の増進及び行政事務の効率化という住基法の胃的を達する

ことはできない。そして，上記のように各行政機関の殺害。分担が法に

よ・り明確に規定され，本人確認情報の提供にっき各行政機関の裁量を一

認める余地がないものとされてい一る以上，ある市町村が，非通知希望

者に係る本人確認情報の送受信により当該個人の憲法上保障された権

利が侵害され，又は侵害されるおそれがあると判断したとしても，通

知希望者のみの本人俸認宿報を都道府県知事に送信し非通知希望者の

それを送信しないという事務処理を行うことは許されないというべき

である。
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　　本件において，控訴人が，非通知希望者に係る本人確認情報を送信す

　ることはそのプライバシー権を侵害し，又はそのおそれがあるとヰ1」断

　して被控訴人東京都にこれを送信しなかったことは，∵部の住民の権

　利を守ろうという動機によるものと考えられ，その限りでは理解でき

　ないことではないが，これまで述べてき．たとおり，通知希望者に係る

　本人確認情報のみを被控訴人東京都に送信するということは、住基法

　30条の5第1項に反し，法執行者としてめ立場を逸脱するものであ

　る。住基法において，市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事

　務の処理及び国の機関等に対する本人確認情報の提供を行う住基ネッ

　トを導入するための体制を整備し，全国的に正確がろ統一的な住民基

　本台帳事務を実施するについて市町村としての役割分担が明確に定め

　られている以上，地方公共団体である控訴人が，独白に違憲性を判断

　し，．住基法に定められた事務処撃を行わないことは許されないことと

　いわなければならない。

（ヴ　以上のように，控訴人が，．非通知希望考に係る本人確認情報を被控訴

　大東京都に送信することは当該住民のプライバシー権を侵害するもの

　であり違憲又は違憲の疑いがあると判断したとしても，そのような個

　入の権利を侵害するか否かの判断の前提となる違憲性は，それにより

　自己のプライバシー権を侵害されたと主張する国民が法的救済を求め

　た場合に半1j断されるべきことであり，一地方公共団体である控訴人が独

　自にそのような半1j断をして非運熟希望者に係る本人確認情報の送信を

　しないという取扱いをすることは許されない。

　　この点につき，控訴人は，控訴人が非通知希望者に係る本人確認情

報を被控訴人東京都に送信することは，憲法ユ3条により保障された

非通知希望者のプライバシー権を侵害すると主張するが，前記のとお

　り，市取村のみならず，都道府県や国の行政機関は，当該法律が改廃
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　　されるか，これを違憲であるとする判決が確定した場合でない限り，

　　唯一の立法機関である国会が制定した法律を誠実に執行する義務を負

　　うから，この義務に基づき法律を誠実に執行していれば，それを違法

　　とされるいわれはないのである。

　　　加えて，個入のプライバシ」に係る利益が法的保護に値する人格的．

　　禾1」益であり，憲法ユ3条により一専童されるべきものであること，高度

　　情報化社会一の今日において個人情報保護の見地からプライバシーに係

　　る利益を発展させた形での自己情報コントロ］ル権が主張さ．れている

　　ことが認められるが，プライバシーの法的保護は，みだりに私生活に

　　侵入されたり他人に知られたくない私隼活上の事実又は情報を公開さ

　　れない手1」益であるということはできるものの，一控訴人が主張するプラ

　　イバシー権という権利は，いま．だこれが認められる外延も内包も不明

　　確であり，不確定年要素が多く，その内容としての個人情報の保有及

　　びその収集，処理を制限するよう求める権利を憲法・13条から直ちに

　　認めること・はできない。

　　　そうすると、控訴人が非通知希望音に係る本人確認情報を被控訴人

　　．東京都に送信したとしても，これをもって違法であり，憲法13条に

　　違反するということはできないから，控訴人は，住基法30条の5第

　　1項に従い，すべての杉並区民に係る本人確認情報を被控訴人東京都

　　に送信する義務があるというべきである。そうすると，控訴人が通知

　　希望者に係る本人確認情報のみを送信したことは住基法30条の5第

　　1項に違反するものであり，他方，被控訴人東京都が全住民の本人確

　　認情報の送信を求め一部の住民の本人確認情報の受信を拒否したこと

　　は適法であり，被控訴人東京都には通知希望着に係る本人確認情報の

　　受信義務はない。

ウ　住基ネットの違憲性又は違法性に関する控訴人の主張
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　控訴人は，以下のとおり住基ネットの違憲性又は違法性を主張するの

で，必要な限度において上記主張に対する半1」断を示すこととする。

（力　合憲的限定解釈又は適用違憲の主張

　　控訴人は，住基法30条の5第ユ項を国民のプライバシー権を保障

　した憲法13条に適合するよう合憲的殴定解釈をするならば，控訴人

　は，非通知希望者に係る本人確認情報牛こつザて被控訴人東京都に対し

　通知義務を負わず，・他方，被控訴人東京都は，控訴入から送信された

通知希望者に係る本人確認情報の受信義務があると主張し，また，通

知希望者に係る本人確認情報だけを被控訴人東京都に送信．しようとし

　た措置は，本人確認情報一の収集・利用についての佳民の同意を尊重す

　る点において憲法上のプライバシー権保障を意図したもので牟り・被・

控訴人東京都か住基法の適用を理由に受信を拒杏するのであれば，上一

記憲法上の権利の保障を実現しようとする地方公共団体の活動を阻む

点において，その適用は違憲であると主張す・る。

　上記主張の前提は，個人のプライバシー権は憲法13条によって保障

　されており，控訴人が倖基法30季の5島1項に基づいて非壺知希望

者に係る本人確認情報を被控訴人東京都に送信することは非通知希望

者のプライバシー権を侵害するということセあるが，前記イ，げのと

おり，プライバシー権が憲法13条によって保障されていると認める

ことはでき珪いから，住基法30条の5第！項の合憲的限定解釈又は

適用違憲の上記主張は採用することができない。

　なお，本件において控訴人が保護されるべきものとして主原する李人

確認情報は，個人の氏名，出生の年月目，男女の別，住所の4情報と

住民票コード及びこれらの変更情報であるところ，これらが第三者に

開示され一るときは，個入が特定され，その緒栗，個人の私生活上の平

穏が害されるおそれが生ずるから，値入のプライバシーに関する情報
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　に当たり，法的保護に値するものということができる。したがって，

　住基ネットの稼働によってこのような利益か侵害され，又。は侵害され

　る可能性がある場合，これによって生じた損害の賠償又は住基ネット

　の運用の差止めの可否等が問題となるが，これらは，侵害されたと．主

　．張する当該個人が地方公共団体等を相手に法的救済を求めた場合に判

　断されるべき事柄であり・被控訴人東京都が控訴木に対し・華信され・

　た通矢口希望着に係る本人確認情報の受信義務を負うか否かの判断に影

　饗を及ぼすことではない。

　　その他，控訴人は，住基ネットの目的及び必要性・は住民のブライバシ

　r権を犠牲にしてもなお達成すべきものではないなどと主張するが，

それらも三上記法的保護に竿する禾1j益の侵害一との那で住基ネットの

　運用が違法か否かを半リ断する上で問題となるものであるから，住基ネ

　ットの稼働によって上言己利益が侵害され毛と主張する個人が地方公共

　団体等を相手に法的救済を求めた場合に判断されるべき事柄であり，．

　被控訴人東京都が控訴人に対し，送信された通知希望者に係る本人確

　認情報の隻信義務を負うか否かの半1雌に影響を及ぼすことではない。

1イ〕その他の主張

　　控訴人は，住基ネットにおいて選択式又は離脱を認めないことは個人

　の権利を侵害するとして，個入情報保護法制上の不備，名寄せの危険

　性等を主張し，また，独立かつ公平な第三者機関が設置されていない

　現状における住基ネットの違法性を主張するが，これらの点も，現行

　法制下において住基ネットを稼働させることは本人確認情報の漏洩の

おそれとの関係で個入の法的保護に値する利益を侵害するか否かを判

　断する上で問題となるものであるから，佳基ネットの稼働によって上

記利益を侵害されたと主張する個人が地方公共団体等を相手に法的救

済を求めた場合に判断されるべき事柄であり，被控訴入東京都が控訴
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　　　　人に対し，送信された通知希望者に係る本人確認情報の受信義務を負

　　　　うか否かの半1」断に影響を及ぼすことではない。

　　　　　なお，控訴人は，住墓ネットは飽くまでも地方公共団体共同のネッ

　　　　トワークであるとすれば，住民の個入情報の保護に責任を負う地方公

　　　　共団体は、自らの主体的判．断で住墓ネット参力甲の是非を半日断できる機

　　　　会1を保障されるべきであり，この結果として地方公共団体が不参加を

　　　　決断したり，偶々の住民の選択にゆだねる方式を採用したとしても・

　　　　これば憲法が保障する地方自治権の正当な行使ということができると

　　　一主張する。一しかしながら，住基ネットは，．これまで述べたとおり，住

　　　　民の禾1」便を増進するとともに行政サービスの向上と行政事務の効率化

　　　　のために全国的な本人確認システムとして構築された．ものであるから，

　　　　地方公共団俸共同のネットワークであるとしても，一部ρ地方公共団

　　　　体が自らの半1」断で住基ネット参加の是非を判断することを容認するこ

　　　　とはできず，本人確認情報の送信の可否を個々の住民の選択にゆだね

　　　　るこ・ともできない。したがって，地方自治権の行使を理由に，個々の

　　　　地方公共団体が住基ネットヘの不参ガ目あ．るいは送信圭こっいて個々の住

　　　　氏あ選択を許すことはできないというべきである。

　　工　まとめ

　　　　以よによれぱ，被控訴人東京都は，控訴人が送信する杉並区民のうち

　　　の通知希望者のみに係る本人確認情報の受信義務を負わないというべきで

　　　ある。

4　被控訴人国の行為の違法性の有無（争点6〕について

　　これまで述べたとおり，杉並区民のうちの通知希望者のみに係る本入確認情

報の送信を前提とする横浜方式による住基ネットヘの参カ置は違法というべきで．

あるから，被控訴入国が被控訴入東京都に対し，横浜方式による住基ネットの

参加について必要な協力をするよう適切な指導助言をしなかったことは何ら違
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法ではなく，また，被控訴人国が控訴人に対し，横浜市に対する対応と異なっ

　た対応をしたことも違法ではない。

5　結論

　　よって，本件確認の訴えは不適法であって却下を免れず，本件国賠請求はい一

ずれも理由ホないから，原判決は相当であり，本件控訴及び控訴人あ当番にお一

ける追加請求はいずれも理由がないから棄却するこ。ととして，主文のとおり半1」

一決する。
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